
頁 改定前(H31.4) 改定後（R7.2）

全体 ガイドライン(案) ガイドライン

全体 設計業務等委託契約書第１７条 設計業務等委託契約書第２０条

全体 設計業務等委託契約書第１８条 設計業務等委託契約書第２１条

全体 設計業務等委託契約書第１９条 設計業務等委託契約書第２２条

全体 設計業務等委託契約書第２０条 設計業務等委託契約書第２３条

全体 － 設計業務等委託契約書第２４条

全体 設計業務等委託契約書第２１条 設計業務等委託契約書第２５条

全体 設計業務等委託契約書第２２条 設計業務等委託契約書第２６条

全体 設計業務等委託契約書第２３条 設計業務等委託契約書第２７条

全体 設計業務等委託契約書第２４条 設計業務等委託契約書第２８条

全体 設計業務等委託契約書第２５条 設計業務等委託契約書第２９条

全体 設計業務等委託契約書第４０条 設計業務等委託契約書第５３条

全体 設計業務等共通仕様書第１１０４条 設計業務等共通仕様書第１１０５条

全体 設計業務等共通仕様書第１１１０条 設計業務等共通仕様書第１１１１条

全体 設計業務等共通仕様書第１１２０条 設計業務等共通仕様書第１１２１条

全体 設計業務等共通仕様書第１１２１条 設計業務等共通仕様書第１１２２条

全体 設計業務等共通仕様書第１１２２条 設計業務等共通仕様書第１１２３条

全体 設計業務等共通仕様書第１１２３条 設計業務等共通仕様書第１１２４条
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頁 改定前(H31.4) 改定後（R7.2）

P1

（１）策定の目的
　公共工事の品質確保の促進に関する法律
（平成１７年法律第１８号）第２２条の規定に基
づき、国が作成している「発注関係事務の運
用に関する指針」（平成２７年１月３０日公共
工事の品質確保の促進に関する関係省庁連
絡会議）において、各発注者が発注関係事務
の適切な実施を行うために取り組む事項とし
て「その他調査及び設計業務の品質確保」の
中に、「必要な業務の条件（必要に応じて維
持管理に係る条件を含めるものとする。）を明
示した仕様書等を適切に作成し、業務の履行
に必要な設計条件等について受発注者間で
確認を行う。また、必要があると認められると
きは、適切に仕様書等の変更及びこれに伴
い必要となる業務委託料や履行期間の変更
を行う」ことが明記されています。
そこで、本ガイドラインは、設計業務等委託契
約書を踏まえ、設計図書の変更を行う際の発
注者及び受注者双方に留意点や設計変更を
行う事例を明示することで、契約変更におけ
る責任の明確化及び契約内容の透明化の向
上を図り、発注者・受注者間で共有することに
より、設計図書の変更を行わなければならな
い場合における手続きが、適切かつ円滑に実
施されることを目的として策定しています。

（１）策定の目的
　本ガイドラインは、設計業務等委託契約書
を踏まえ、設計図書の変更を行う際の発注
者及び受注者双方に留意点や設計変更を
行う事例を明示することで、契約変更におけ
る責任の明確化及び契約内容の透明化の
向上を図り、発注者・受注者間で共有するこ
とにより、設計図書の変更を行わなければ
ならない場合における手続きが、適切かつ
円滑に実施されることを目的として策定して
います。

P2

【特記仕様書】
第○○条 設計図書の変更等については、設
計業務等委託契約書第１７条から第２５条及
び共通仕様書等※に記載しているところであ
るが、その具体的な考え方や手続きについて
は、「設計業務等変更ガイドライン（2019（平
成３１）年○月）」によることとする。

【特記仕様書】
第○○条 設計図書の変更等については、
設計業務等委託契約書及び共通仕様書等
に記載しているところであるが、その具体的
な考え方や手続きについては、「設計業務
等変更ガイドライン（令和７年２月）」によるこ
と

P2

以下、下記３つの共通仕様書について「共通
仕様書等」という
※１ 設計業務等共通仕様書 第１１２０条から
第１１２３条
※２ 測量業務共通仕様書 第１０６条から第１
２４条
※３ 地質調査業務共通仕様書 第１０６条か
ら第１２４条
なお、当ガイドラインに記載している共通仕様
書の条項は、県土整備部における共通仕様
書の関係する条項（条件変更、契約変更、履
行期間の変更、一時中止）を参照のこと。

　当ガイドラインに記載している共通仕様書
の条項は、県土整備部における共通仕様書
の関係する条項（条件変更、契約変更、履
行期間の変更、一時中止）を参照のこと。

P12
下線は、本ガイドラインに記載している条項を
示している。

（削除）

P20～38 － 事例１～１９
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